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○土浦市水道事業給水条例施行規程 
平成10年3月31日 
水道規程第1号 

 (趣旨) 
第1条 この規程は，土浦市水道事業給水条例(平成10年土浦市条例第12号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (給水装置及び付属用具) 
第2条 給水装置は，給水管並びにこれに直結する分水栓，止水栓及び給水栓をもって構成するも
のとする。 

2 給水装置には，止水栓筐きよう，水道メーター，メーターボックスその他の付属用具を備えな
ければならない。 
 (給水管の口径) 
第3条 給水管の口径は，給水装置の所要水量，給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定め
るものとする。 
 (受水槽の設置) 
第4条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要と認める箇所には，受水槽を設置しなけ
ればならない。ただし，事前に協議を行い，市長の承認を受けた場合はこの限りでない。 
 (危険防止の措置) 
第5条 給水装置は，逆流を防止することができ，かつ，停滞水を生じさせるおそれのない構造で
なければならない。 

2 給水管は，市の水道以外の水管その他水が汚染されおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさ
せるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。 

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には，これを排除する装置を設けなければな
らない。 
 (給水管防護の措置) 
第6条 開きょを横断して給水管を配管するときは，当該開きょの下に配管することとし，やむを
得ない理由のため他の方法によるときは，給水管防護の措置を講じなければならない。 

2 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは，給水管防護の
措置を講じなければならない。 

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは，露出又はいんぺいにかかわらず防寒装置
を施さなければならない。 
 (給水装置工事の申込み等) 
第7条 条例第5条の規定による給水装置の新設，改造，修繕又は撤去(以下「給水装置工事」とい
う。)の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は，給水装置工事申込書(様式第1号)
を市長に提出しなければならない。 
 (工事の設計審査手続等) 
第8条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により市長の
指定した指定給水装置工事事業者が行う給水装置の工事の設計審査及び竣しゆん工検査の手続

については，土浦市指定給水装置工事事業者規程(平成10年土浦市水道規程第2号)に定めるとこ
ろによる。 
 (受水槽以下の装置の設計図等の提出) 
第9条 受水槽以下の装置について，市長が設計図その他必要な書類の提出を求めたときは，これ
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に応じなければならない。 
 (給水装置の新設等の申込みの取り消し) 
第10条 申込者は，給水装置の新設等の申込みを取り消ししようとするときは，直ちにその旨を
市長に届け出なければならない。 
 (給水の申込み) 
第11条 条例第13条の規定により水道を使用しようとする者は，その使用開始前日までに水道使
用申込書(様式第2号)を提出しなければならない。 
 (代理人の届出) 
第12条 条例第14条の規定による代理人の選任の届出は，代理人選任届出書(様式第3号)によって
行わなければならない。 
 (管理人の届出) 
第13条 条例第15条の規定による管理人の選定の届出は，管理人選定届出書(様式第4号)によって
行わなければならない。 
 (標識の掲示) 
第14条 水道の使用者は，市が交付する標識(様式第5号)を門戸等の見やすい場所に掲示し，又は
メーターボックスの蓋の内側に油性インク，塗料等により黒色で水栓番号を記入しなければな

らない。 
 (水道の使用取りやめ，変更等の届出) 
第15条 条例第18条第1項各号の規定による届出は，次の各号の定めるところによって行わなけ
ればならない。 
(1) 水道の使用を止め，又は用途を変更するとき。 水道変更・中止届出書(様式第6号) 
(2) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。 私設消火栓演習使用届出書(様式第7号) 

2 条例第18条第2項各号の規定による届出は，次の各号の定めるところによって行わなければな
らない。 
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 水道変更・中止届出書 
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。 給水装置所有者変更届出書(様式第8号) 
(3) 消防用として水道を使用したとき。／私設消防栓／水道消防／使用届出書(様式第9号) 
(4) 管理人に変更があったとき，又はその住所に変更があったとき。 管理人変更等届出書(様
式第10号) 

 (給水装置及び水質の検査請求等) 
第16条 条例第21条第1項の規定による給水装置又は水質の検査の請求は，／給水装置／水道水
質／検査請求書(様式第11号)によるものとする。 
 (定例日の設定及び変更) 
第17条 条例第24条に規定する定例日は，点検戸数分散度，点検能力等を考慮して定める。定例
日の変更についても，また同様とする。 

2 日曜日，休日，雨天等のため既定の定例日に点検することができないときは，一時その定例日
を変更することができる。 
 (使用水量の認定) 
第18条 条例第25条の規定による使用水量の認定は，直前3月間における使用水量その他の事実
を考慮して算定し，これにより難いときは，見積量による。 
 (概算料金の算定) 
第19条 条例第27条に規定する概算料金は，その用途，規模，使用期間その他の事情を考慮して
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使用水量を推定し，その料率を定めて算定する。 
 

(立入検査の身分証明書) 
第20条 法第17条第2項に規定する給水装置の検査に従事する職員の身分証明書の様式は，立入
検査証(様式第12号)とする。 
 (簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理等) 
第21条 条例第37条第3項の規定により，簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の
設置者が行うべき管理及び管理の状況に関する検査は，茨城県安全な飲料水の確保に関する条

例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)第16条及び第17条の例により行うものとする。 
(平14水道規程3・追加) 

 (補則) 
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

(平14水道規程3・旧第21条繰下) 
付 則 

(施行期日) 
1 この規程は，平成10年4月1日から施行する。 

(水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程の一部改正) 
2 水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程(昭和54年土浦市水道規程第2号)の一部
を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
付 則(平成14年12月27日水道規程第3号) 

この規程は，平成15年4月1日から施行する。 
付 則(平成17年3月30日水道規程第3号) 

この規程は，平成17年4月1日から施行する。 
付 則(平成19年3月30日水道規程第5号) 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

給水装置工事申込書 
             （新設・改造・修繕・撤去） 
受 付 番 号  

申 込 者 
住 所 ・ 氏 名 

 
 

印  ℡ 

設 置 場 所 土浦市 

住 居 表 示 土浦市 

切 替 種 類 井戸水・簡易水道・その他【                 】 

用  途 家事用・団体用・工業用・営業用・その他【          】 

利害関係者の同意 
土 地 ・ 家 屋 
所有者の同意 

住 所 
氏 名                印 

分 岐 の 同 意 
住 所 
氏 名                印 

本承諾に関し紛争が生じたときは，当事者間で解決します。 
水道を使用したいので，土浦市水道事業給水条例第５条の規程に基づき，また次の事項に同意

し申し込みます。 
１ 災害，水道施設の損傷等緊急やむを得ない事情により，給水を制限又は停止する場合があります。 
（土浦市水道事業給水条例（以下条例）第１２条関係） 
２ 水道料金は指定された期日までに支払ってください。 
３ 量水器（メーター）は常に検針できる状態にしてください。 
４ 犬等は，メーター付近に近づくことができないようにしてください。 
５ 水道使用者は，次のいずれかに該当する場合，届出が必要です。（条例第１８条関係） 
 ・水道の使用をやめるとき。 ・使用者の氏名又は住所に変更があるとき。 
 ・用途を変更するとき。   ・給水装置の所有者に変更があるとき。 
 ・給水装置を改造・修繕又は撤去するとき。 
６ 断・減水に伴い，営業その他業務に支障をきたす場合，貯水槽給水方式としてください。 
７ 給水管口径に対し，給水栓数が基準より多いことや管の距離が長いことが原因で，水量・水圧不足が予想さ

れる場合は，自己責任で使用してください。 
８ 止水栓から宅地側で漏水を発見した場合，速やかに修理してください。 
９ 水道以外の管と接続しないでください。 

１０ 井戸水等で使用していた既存の配管を利用して，水道に切り替える場合，漏水等が生じても自己責任で処理

してください。 
１１ 道路に埋設した給水管は，市の維持管理上，接続・撤去等の変更工事をする場合があります。 
 

水道技術管理者 課長 業務係長 給水係長 係 

     

 

（申込先）土浦市長 年   月   日 
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様式第２号（第１１条関係） 

水 道 使 用 申 込 書 

年   月   日 

（申込先）土 浦 市 長 

水道使用者 住 所                 

氏 名              印  

電話番号                

水道の使用を次のとおり申し込みます。 

給 水 装 置 

使 用 場 所 

土浦市 

 

使 用 区 分 １.住宅 ２.事務所 ３.店舗 ４.学校 ５.その他（       ） 

住 所 

〒 

フリガナ  電話番号 

水 道 料 金 

納 付 者 

（送り先） 

氏 名   

※地図（区画が分かるもの）を添付してください。 

※以下水道課記入欄 

指定給水装置 

工 事 事 業 者 

 

印  

水 栓 番 号 第 号 使用開始日 年    月    日 

口 径 ㎜ 量水器番号  

取 付 指 針 m3 検定期限 年   月 用 途  

整理番号          

受付番号          
 

課長 業務係長 係 給水係 
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様式第3号(第12条関係) 
(平17水道規程3・一部改正) 

 
 

代理人選任届出書 
 
 

年  月  日 
 
 
 (届出先)土浦市長 
 
 

届出者 住  所 
 

氏  名              印 
電話番号    (  ) 

 
 
 私(給水装置所有者)は，次の者を代理人に選任いたしましたので，届け出ます。 
 
 

代理人 住  所 
 

氏  名 
電話番号   (  ) 
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様式第4号(第13条関係) 
(平17水道規程3・一部改正) 

 
 

管理人選定届出書 
 
 

年   月   日 
 
 
 (届出先)土浦市長 
 
 

届出者 住  所 
 

氏  名            印 
電話番号     (   ) 

 
 
 私(給水装置所有者)は，次の者を管理人に選定いたしましたので，届け出ます。 
 
 

管理人 住  所 
 

氏  名 
電話番号     (   ) 
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様式第5号(第14条関係) 
◆イメージ有り◆ 
 
 
 
 
 
 
 
         アルミニウム製(青色) 
 
         凹版白文字 
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様式第６号（第１５条関係） 

水 道 変 更 ・ 中 止 届 出 書 

年   月   日 

（届出先）土 浦 市 長 

水道使用者  住  所                    

氏  名                 印  

電話番号                    

次のとおり届け出ます。 

給 水 装 置 

使 用 場 所 

土浦市 

 

水 栓 番 号  量水器番号  口 径 ㎜ 

変 更 ・ 中 止 
年 月 日 

年   月   日 指 針 m3 

届 出 内 容  （ア）使用者変更   （イ）用途変更   （ウ）使用中止 

変 更 理 由  

（ア）を選択した場合に記入してください。（使用者変更） 

使用者  変
更
前 住 所  

使用者  変
更
後 住 所  

（イ）を選択した場合に記入してください。（用途変更） 

変更前用途  変更後用途  

（ウ）を選択した場合に記入してください。（使用中止） 

住 所  移
転
先 電話番号  精 算 方 法 口座 ・ 納通 ・ その他 

※地図（区画がわかるもの）を添付してください。 

課長 業務係長 係 給水係 
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様式第7号(第15条関係) 
(平17水道規程3・一部改正) 

 
 

私設消火栓演習使用届出書 
 
 

年   月   日 
 
 
 (届出先)土浦市長 
 
 

水道使用者等 住  所 
 

氏  名              印 
電話番号    (   ) 

 
 
 次により，私設消火栓を消防の演習に使用したいので，届け出ます。 
 なお，貴水道部職員の立会いを願います。 
 
1 私設消火栓の設置場所 
 
2 私設消火栓の種類 
   量水器付き    その他(      ) 
 
3 使用日時 
 
      年   月   日(   ) 
      時から   時まで 
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様式第8号(第15条関係) 
(平17水道規程3・平19水道規程5・一部改正) 

No.      
給水装置所有者変更届出書 

年   月   日 
 (届出先)土浦市長 
 

届出者 住  所 
 

氏  名 
電話番号     (   ) 

 
 次のとおり，給水装置所有者に変更が生じましたので，届け出ます。 

給 水 装 置 
設 置 場 所 

 

水 栓 番 号  

新 所 有 者 
住 所 氏 名                 印 

           電話番号      (  ) 

旧 所 有 者 
住 所 氏 名                 印 

 電話番号   (  ) 
変 更 年 月 日 年   月   日 

 
＊ 旧所有者が所在不明その他の理由によりその者が署名押印が得られないときは，これに代え

て新所有者が所有権を取得したことを証する書類の写しを添付してください。 
 
  

課長 課長補佐 給水係長 係員 
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様式第11号(第15条関係) 
(平17水道規程3・平19水道規程5・一部改正) 

 
私設消火栓使用 

                 届出書 
水道消防使用 

  
年   月   日 

 (届出先)土浦市長 
 
 

水道使用者等 住  所 
 

氏  名               印 
電話番号    (   ) 

 
       私設消火栓 
  次により，       を消防のため使用したので，届け出ます。 
       専用給水装置 
 
 
  私設消火栓 
1         の設置場所 

専用給水装置 
 
2 消火使用の種類 
   量水器付き(私設消火栓)・専用給水装置・その他(     ) 
 
3 使用日時 
      年   月   日(   ) 
       時から     時まで 
 
(注) 私設消火栓又は専用給水装置のいずれか該当する文字を○で囲んでください。 
 

課長 課長補佐 給水係長 工務係長 係員 
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様式第10号(第15条関係) 
(平17水道規程3・一部改正) 

 
 

管理人変更等届出書 
 

年   月   日 
 (届出先)土浦市長 
 
 

届出者 住  所 
 

氏  名             印 
電話番号    (   )  

 
 
 管理人に次のとおり変更が生じましたので，届け出ます。 

変 更 後 

住 所 
 

氏 名 
 

電 話 番 号      (    ) 

変 更 前 

住 所 
 

氏 名 
 

電 話 番 号      (    ) 
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様式第11号(第16条関係) 
(平17水道規程3・平19水道規程5・一部改正) 

 
給水装置 
     検査請求書 
水道水質 

年   月   日 
 
 (請求先)土浦市長 
 

請求者 住  所 
 

氏  名            印 
電話番号    (   ) 

 
 
 給水装置 

の検査を請求いたします。 
水道水質 

 
 
1 検査場所  土浦市 
 
2 検査項目  (なるべく詳細に記入してください。) 
 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 
(注) 給水装置又は水道水質のいずれか該当する文字を○で囲んでください。 
 

課長 課長補佐 給水係長 工務係長 係員 
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様式第12号(第20条関係) 
 

(表面) 
第     号 

立 入 検 査 証 
 
氏  名                        

生年月日         年   月   日生 
交付年月日        年   月   日 
有効期間  交付年月日から  年間 

写 真 

  

 
 上記の者は水道法第17条の規定による立入検査に従事する職員であること
を証明する。 
 
 

土浦市長          印  

 
(裏面) 

水 道 法(抜 粋) 

 (給水装置の検査) 

第17条 水道事業者は，日出後日没前に限り，その職員をして当該水道によっ

て水の供給を受ける者の土地又は建物に立入り，その給水装置を検査させる

ことができる。ただし，人の看守し，若しくは人の住居に使用する建物又は

閉鎖された門内に立ち入るときは，その看守，住居者又はこれらに代るべき

者の同意を得なければならない。 

2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は，その身分を示す証明

書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 
 


